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振
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に
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す
る
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意
書 

 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
は
、
内
閣
府
沖
縄
担
当
部
局
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
に
よ

れ
ば
、
「
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
（
ソ
フ
ト
交
付
金
）
は
、
県
及
び
市
町
村
が
事
業
を
計
画
的
・
継
続
的
に
実
施
す
る
た

め
の
財
源
と
し
て
、
客
観
基
準
に
基
づ
き
、
毎
年
度
県
及
び
市
町
村
に
安
定
的
に
配
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
多
様
な
地

域
課
題
・
政
策
課
題
へ
の
迅
速
・
柔
軟
な
対
応
が
困
難
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
」
る
と
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
備
え
、

事
業
を
機
動
的
に
推
進
す
る
た
め
の
財
源
と
し
て
、
ソ
フ
ト
交
付
金
を
補
完
し
、
主
に
、
臨
機
応
変
な
財
源
捻
出
が
困
難
な
市

町
村
に
配
分
」
す
る
こ
と
を
そ
の
趣
旨
・
目
的
と
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
ソ
フ
ト
交
付
金
を
含
む
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
は
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
の
目

的
で
あ
る
「
沖
縄
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
そ
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
沖
縄
の
自
立
的
発
展
に
資
す

る
と
と
も
に
、
沖
縄
の
豊
か
な
住
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
」
と
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
四
年
の
同
法
の
改
正

の
際
、
沖
縄
振
興
計
画
の
策
定
主
体
の
国
か
ら
沖
縄
県
へ
の
変
更
等
と
あ
わ
せ
て
、
平
成
二
十
四
年
度
に
創
設
さ
れ
た
。 

 

こ
の
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
は
、
沖
縄
振
興
に
資
す
る
事
業
を
沖
縄
県
が
自
主
的
な
選
択
に
基
づ
い
て
実
施
で
き
る
使
途
の

自
由
度
の
高
い
交
付
金
で
あ
り
、
県
の
自
主
性
を
尊
重
し
た
沖
縄
振
興
策
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
沖
縄
振
興
予
算
に
お
い
て
は
、
予
算
の
総
額
が
四
年
連
続
同
額
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
フ

ト
交
付
金
を
含
む
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
は
年
々
減
額
さ
れ
、
令
和
三
年
度
予
算
に
お
い
て
は
初
め
て
一
千
億
円
を
割
り
込
み

過
去
最
少
額
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
県
を
通
さ
ず
に
国
か
ら
市
町
村
に
直
接
配
分
さ
れ
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費

は
令
和
元
年
度
の
創
設
以
降
、
約
三
倍
と
飛
躍
的
に
増
額
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
「
沖
縄
の
自
主
性
を
尊
重
」
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
二
条
に
定
め
る

「
地
方
自
治
の
本
旨
」
を
も
歪
め
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

つ
い
て
は
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
等
に
関
し
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
を
令
和
元
年
度
予
算
で
新
た
に
創
設
し
た
趣
旨
・
目
的
及
び
そ
の
根
拠
法
令
を
示
さ
れ
た

い
。 

二 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
度
の
創
設
以
降
の
、
①
当
初
予
算
額
、
②
補
正
後
予
算
額
を
、
各
年

度
の
別
に
、
総
額
及
び
新
規
事
業
分
・
継
続
事
業
分
の
別
に
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
補
助
金
事
業
・
民
間
補
助
金
事
業
そ
れ
ぞ
れ
の
交
付
決
定

額
を
示
さ
れ
た
い
。
な
お
、
市
町
村
補
助
事
業
に
お
い
て
は
市
町
村
別
の
交
付
決
定
額
も
示
さ
れ
た
い
。 
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三 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
度
の
、
①
年
度
内
執
行
額
、
②
年
度
内
執
行
率
、
③
繰
越
額
及
び
④

繰
越
率
を
示
さ
れ
た
い
。
な
お
、
②
及
び
④
の
率
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
①
及
び
③
の
金
額
を
、
沖
縄
振
興
特

定
事
業
推
進
費
を
補
正
予
算
に
て
追
加
減
少
等
し
た
場
合
は
補
正
後
予
算
額
、
そ
の
他
の
場
合
は
当
初
予
算
額
で
除
す
る
こ

と
で
求
め
ら
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
令
和
二
年
度
の
執
行
額
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
実
績
及
び
見
通
し
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。 

四 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
、
「
臨
機
応
変
な
財
源
捻
出
が
困
難
な
市
町
村
に
配
分
」
す
る
と
の
趣
旨
・
目
的

に
鑑
み
れ
ば
、
継
続
事
業
分
を
予
算
計
上
す
る
こ
と
は
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
と
整
合
性
が
取
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
政

府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
の
沖
縄
担
当
大
臣
記
者
会
見
に
お
け
る
大
臣
発
言
「
（
沖
縄
振
興
特
定
事
業
）
推
進
費
は

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
理
念
の
下
で
、
ソ
フ
ト
一
括
交
付
金
を
補
完
す
る
と
い
う
性
格
の
財
源
で
あ
り
ま
し
て
、
い
ろ
い

ろ
な
意
味
で
ソ
フ
ト
交
付
金
の
果
た
し
て
き
た
役
割
も
大
き
い
と
は
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
対
応
で
き
て

い
な
い
事
業
も
あ
る
」
に
つ
い
て
、
「
十
分
に
対
応
で
き
て
い
な
い
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の

か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 
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六 

沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
は
平
成
二
十
七
年
度
以
降
、
一
貫
し
て
減
額
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
が
減
額
さ
れ
続
け
る
一
方
で
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
は
令
和
元
年
度
の
創
設
以

降
、
増
額
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

七 

沖
縄
県
を
通
さ
ず
に
国
か
ら
市
町
村
に
直
接
配
分
さ
れ
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
が
増
額
さ
れ
る
一
方
、
県
の
自
主

性
を
最
大
限
尊
重
し
た
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
が
減
額
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
「
沖
縄
の
自
主
性
を
尊
重
」
す
る
と
し
た
沖

縄
振
興
特
別
措
置
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


